
市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

 

久喜市環境基本計画改訂版（案）に対する意見募集の

実施結果 

 

久喜市環境基本計画改訂版（案）に対する意見募集を実施したところ、９件の意見が提

出されましたので、意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。なお、意見は内

容ごとに集約させていただきました。 

 

意見提出期間 平成 30年 1月 15日～平成 30年 2月 14日 

意見件数 ３人 ９件 

 

○提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等 

番

号 
意見の概要 市の考え方 

計画案 

への反映 

１ 

P10 

「指定希少野生生物種」について、

生育環境が変化していると考えられ

ることから調査を行い、指定種の見

直しを検討するべきである。 

 指定希少野生生物種に関する調

査については、本計画の改訂にお

ける課題として、18ページの環境

目標Ⅱに記載しています。 

 また、課題に対応するため、34

ページに指定希少野生生物種の生

息・生育調査の実施の取り組みを

位置付けました。 

 今後は、可能な限り希少野生生

物種の調査を実施し、指定種の見

直しを検討します。 

原案どおり 

２ 

P10 

「指定希少野生生物種」について、

現状がどうなっているか追跡調査を

実施し、必要に応じて追加指定等を

行うべきである。 

１番の意見に対する考え方と同

じです。 

原案どおり 

３ 

P13 

ふゆみず田んぼの実験田数の中間

目標が１となっているが、予算の裏

付けはどの程度あるのか。 

 ふゆみず田んぼの実験田につい

ては、先進地視察や候補地の選定

を行い、実施に向けた取り組みを

進めるとともに、必要な予算の確

保に努めています。 

 今後も、ふゆみず田んぼの実施

に向けた取り組みを進めるための

予算の確保に努めていきます。 

原案どおり 

資料１ 



４ 

P13 

自然環境保全地区の指定数の中間

目標６は低すぎるのではないか。合

併で地域の面積が大きく増加したが

件数も少なくスピード感が足りない

のではないか。 

 自然環境保全地区の指定数の中

間目標については、平成 25年 3月

に策定した久喜市環境基本計画の

計画期間（平成 25 年度～平成 34

年度）の中間年にあたる平成 29年

度の目標ですので、計画策定時に

は妥当であったと考えています。 

 今後は、市の現状を踏まえ、36

ページの環境指標に定めた目標

（平成 34 年度に 10 箇所以上（累

計））を達成できるように取り組み

を進めていきます。 

原案どおり 

５ 

P34 

「指定希少野生生物種」の保全・

保護のためには、毎年、生息・生育

調査を実施する必要がある。 

そのため、計画書の該当部分には

調査の実施について「継続的」とい

う文言を追記すべきではないか。 

 指定希少野生生物種に関する調

査については、本計画の改訂にお

ける課題として、18ページの環境

目標Ⅱに記載しており、継続的な

調査が必要であると考えているこ

とから、ご指摘いただいた部分に

「継続的」という文言を追記しま

す。  

原案の修正 

指摘箇所に「継続

的」の文言を追記

します。 

６ 

P39 

「緑のリサイクル事業」では不要

となった庭木などの再利用の呼びか

けを広報で行っていると思うが、こ

れに加え、街路樹などの落ち葉のた

い肥化の取り組みも追記すべきでは

ないか。 

 落ち葉のたい肥化については、 

市だけではなく、落ち葉を集める

市民の方と連携した取り組みが必

要であると考えていることから、

たい肥化の仕組み作りなど、今後

の検討課題とします。 

 

原案どおり 

７ 

P58 

環境教育の主な担当機関に中央公

民館が入っているが、旧理科大の跡

地に出来た新しい施設の方がより環

境教育の場に適しており、主な担当

機関として追記するべきではない

か。 

主な担当機関については、市や

教育委員会などの組織を指してお

り、課名等を記載していますので

施設名称とは意味が異なっており

ますが、わかりづらい記載と考え

られることから「主な担当部署」

に修正します。 

原案の修正 

該当箇所を「主な

担当部署」の文言

に修正します。 

       



８ 

計画の中に生物多様性という言葉

が出てくるが、生物多様性が市民に

理解されるための施策と生物多様性

地域戦略の工程表が見えてこない。 

 生物多様性について市民の方に

理解をいただく施策として、P35

ページの実施方策（3）に記載して

おります。 

 今後、環境教育・環境学習を推

進することで、市民の方に生物多

様性の理解を深めるように努めて

いきます。 

 また、生物多様性地域戦略につ

いては、市では策定していません

が、必要に応じて検討していきま

す。 

原案どおり 

９ 

災害から市民を守るため、街路樹

が役立つ項目が追加できないか。 

 本計画は、「水と緑と街が調和し

た豊かな環境を守り・育て、未来

につなぐまち「久喜」」を望ましい

環境像に掲げ、環境の保全と創造

に関する施策の推進をしておりま

す。 

 本計画では、災害の視点からの

記載はございませんが、他の自治

体の動向を踏まえながら今後の検

討課題とします。 

原案どおり 

 
【問い合わせ】 

環境課  

電話 0480-22-1111 内線 2822 

kankyo@city.kuki.lg.jp 

mailto:kankyo@city.kuki.lg.jp

